
令和８年度 秩父市入札・契約制度について 

 

 

１　入札方法、業者選定について 
(1)　一般競争入札で執行する案件は、建設工事、建設工事に係る設計・調査・測量業務及び

土木施設維持管理業務で原則設計金額が 1,000 万円以上のものとし、参加要件は市内業者

を優先とします。ただし、案件内容によっては指名競争入札で行う場合があります。 
(2)　指名競争入札は、設計金額が 1,000 万円未満とし市内業者を優先して指名します。ただ

し、案件内容によっては一般競争入札で行う場合があります。 
(3)　土木工事と建築工事については、格付基準に基づき指名業者を選定します。詳しくは、

秩父市ホームページをご覧ください。 
(4)　工事の適正な確保を図るとともに、事業者の技術力の向上や社会的貢献への意欲を高

めるため、工事成績評定や災害時における市への貢献度などを条件とした入札を実施しま

す。詳細は、案件ごとに公告文等でお知らせします。 
 
 
２　設計金額、予定価格、最低制限価格、低入札価格調査基準価格及び失格基準価格について 

一般競争入札及び指名競争入札に最低制限価格を設定します。また、総合評価方式による

入札には、低入札調査基準価格及び失格基準価格を設定します。設計金額、予定価格、最低

制限価格、低入札価格調査基準価格及び失格基準価格は事後公表とします。なお、設計金額、

予定価格、最低制限価格、低入札価格調査基準価格及び失格基準価格については税込み金額

とし、税抜きの場合は税抜き金額である旨がわかる記載方法とします。 
　　 
 
３　建設工事及び土木施設維持管理委託における最低制限価格算出方法について 

建設工事及び土木施設維持管理委託の最低制限価格は、次の(1)～(4) に掲げる予定価格の

基礎となる額を合計した額（1,000 円未満切捨て）に、消費税及び地方消費税に相当する額

を加えて得た額とします。ただし、予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合は

入札書比較価格（予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価格）に 10 分

の 9.2 を乗じて得た額（1,000 円未満切捨て）に消費税及び地方消費税に相当する額を加え

た額とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に 10
分の 7.5 を乗じて得た額（1,000 円未満切上げ）に消費税及び地方消費税に相当する額を加

えた額とします。なお、公共建築工事についての予定価格（税抜）とは直接工事費、共通仮

設費、現場管理費、一般管理費等を合計した額の上位４桁（下位切捨て）、一千万円未満の場

合は一千円単位とします。 
(1) 直接工事費の額に 10 分の 9.7（解体工事にあっては、10 分の 8）を乗じて得た額 
（1 円未満切捨て） 
(2) 共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額（1 円未満切捨て） 
(3) 現場管理費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額（1 円未満切捨て） 
(4) 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額（1 円未満切捨て） 

 
 
 



４　建設工事に係る設計、調査、測量業務委託における最低制限価格算出方法について 
建設工事に係る設計、調査、測量業務委託における最低制限価格の算出について、算出に

より得られた合計額（1,000 円未満切捨て）に 100 分の 110 を乗じた額を最低制限価格とし

ます。 
算出方法は、別紙１をご参照ください。 

 

５　契約保証金について 
　　建設工事請負契約、建設工事に係る業務委託契約及び土木施設維持管理業務委託契約につ

いては、契約金額の 10 分の 1 以上の契約保証金が必要です。ただし、指名競争入札による

契約又は随意契約で、契約金額が 500 万円未満の契約は除きます。 
なお、東日本建設業保証㈱の保証については電子保証での対応が可能となっています。 

 
６　前払金及び中間前払金について 

前払金の支払いは、契約金額が 200 万円を超えるものを対象とします。また、中間前払金

の支払いは、契約金額が 500 万円以上で工期が 60 日を超える工事が対象です。詳しくは、

秩父市ホームページをご覧ください。 
 
７　現場代理人の兼務について 

工事の品質・工程・安全管理などが確保され、適切な施工が行われる工事について、一定

の要件を満たす場合には、常駐義務を緩和し兼務することができるものとします。詳しくは、

秩父市ホームページをご覧ください。 
 

８　建設工事に係る設計、調査、測量業務の配置技術者について 
配置予定の技術者は、受注者と直接的かつ３カ月以上の恒常的な雇用関係のある者としま

す。 
 

９　電子入札の実施について 
入札に参加するには、埼玉県電子入札システム利用者登録済であることを条件とします。

なお、入札案件は、埼玉県電子入札共同システム又は入札情報公開システムを通じてお知ら

せしますので、希望する入札に参加できるよう随時、システムをご確認ください。 
 
１０　下請及び資材の発注について 

下請及び資材の発注は、秩父市の経済活性化のため、できる限り市内業者へ発注してくだ

さい。なお、一般競争入札で実施する建設工事については、入札参加要件に原則市内の下請

負人を選定する条項を設定します。 
 
１１　適正な賃金支払いについて 
　　公共工事の積算に用いる労務単価は、国土交通省及び農林水産省が公共事業労務費調査の

結果を基に決定しています。この点に十分留意し、労働者の適切な雇用や労働条件、建設業

への新規入職者を確保するため、適切な賃金の支払いに努めてください。 
なお、労務単価については、埼玉県ホームページの土木工事設計単価表で確認してくださ

い。 
 



１２　資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加制限について 
　　建設工事の請負、建設工事に係る設計・調査・測量業務の委託契約及び土木施設維持管理

業務委託契約における一般競争入札において、資本関係又は人的関係のある複数の者の同一

入札への参加を制限します。詳しくは、秩父市ホームページをご覧ください。 
 
１３　専任特例監理技術者等の配置について 

建設業法の改正に伴い、建設業法第２６条第３項第１号及び第２号の規定の適用を受ける

監理技術者等（専任特例監理技術者）について、監理技術者等との連絡その他必要な措置を

講ずるための者（連絡員）を配置又は監理技術者を補佐する者（監理技術者補佐）を専任で

配置することにより、監理技術者等の専任義務が緩和され、他の工事現場と兼務することが

可能となったことを踏まえ、試行として本市における取扱いを「秩父市発注工事における専

任特例監理技術者等の配置に係る試行要領」に定めています。詳しくは、秩父市ホームペー

ジをご覧ください。 
 
１４　建設工事等競争入札における不落随意契約への移行について 

公告又は通知する建設工事等の入札について、原則第２回目の入札（再度入札）を行った

結果、予定価格超過により落札者がいない場合において、最低の入札価格に税（消費税及び

地方消費税）を加えた額と予定価格との差額が、予定価格の５％以下であり、かつ、市が入

札状況から随意契約が可能であると認めたときは随意契約（不落随契）とし、当該最低入札

価格の応札者が応じた場合は、２回を限度として見積書を徴することができるものとします。 
 
１５　地域建設業経営強化融資制度について 
　　公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者が、工事請負代金債権を担保として、

事業協同組合等または一定の民間事業者から工事の資金を調達することができる制度です。

秩父市においても市内建設業者の資金調達の円滑化を促進するため、令和７年７月１日から

本制度を実施しています。詳しくは、秩父市ホームページをご覧ください。 
 
１６　秩父市入札参加者留意事項について 

この留意事項は、秩父市が発注する建設工事及び委託に係る契約締結について、入札に参

加する者が遵守しなければならない事項を定めたものです。内容を熟読のうえ入札に参加し

てください。詳しくは、秩父市ホームページをご覧ください。 
 
 
 
 
 

担当　秩父市財務部 契約検査課 
電話　0494-25-5216（直通） 



建設工事に係る設計、調査、測量業務委託における最低制限価格について 
建設工事に係る設計、調査、測量業務委託のうち、一般競争入札及び指名競争入札に最低制

限価格を設定します。 

【最低制限価格の算出方法】 

設計等委託の最低制限価格は、下表に掲げる業種区分ごとの項の1欄から4欄までの額を合

計した額（1,000円未満切捨て）に、消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とす

る。ただし、予定価格※に10分の9を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格（予定価

格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価格）に10分の9を乗じて得た額（1,000

円未満切捨て）に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とし、予定価格※に3分の2

を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額（1,000円未満切

上げ）に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額 

備考　 
1　「土木関係の建設コンサルタント業務」及び「補償関係コンサルタント業務」において

は、使用する積算基準書等の体系により上段、下段を使い分ける。 
2　上記 1 から 4 は、円未満を切り捨てた額とする。 
3　複数の業種を一括して発注する場合の「合計額」は、それぞれの業務の業種区分の上記１から

４を一括合計した金額(1,000 円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)とする。 
 
※建築関連コンサルタントの予定価格（税抜）とは直接人件費、特別経費、技術料等経費、

諸経費を合計した額（1,000 円未満切捨て）とします。

 業種区分 １ ２ ３ ４
 

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額

諸経費の額に 10
分の 5.0を乗じて

得た額

－

 建築関係の建設

コンサルタント

業務

直接人件費の額 特別経費の額

技術料等経費の

額に 10 分の 6 を

乗じて得た額

諸経費の額に 10
分の 6 を乗じて

得た額
 

土木関係の建設

コンサルタント

業務

直接人件費の額 
（直接原価）

直接経費の額

その他原価の額

に 10 分の 9 を乗

じて得た額

一般管理費等の

額に 10 分の 5.0
を乗じて得た額

 

直接人件費の額 直接経費の額

技術経費の額に

10 分の 6 を乗じ

て得た額

諸経費の額に 10
分の 6 を乗じて

得た額
 

地質調査業務 直接調査費の額

間接調査費の額

に 10 分の 9 を

乗じて得た額

解析等調査業務

費の額に 10 分の

8 を乗じて得た額

諸経費の額に 10
分の 5.0を乗じて

得た額
 

補償関係コンサ

ルタント業務

直接人件費の額 直接経費の額

その他原価の額

に 10 分の 9 を乗

じて得た額

一般管理費等の

額に 10 分の 5.0
を乗じて得た額

 

直接人件費の額 直接経費の額

技術経費の額に

10 分の 6 を乗じ

て得た額

諸経費の額に 10
分の 6 を乗じて

得た額

別紙１


